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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記工程１乃至工程３を含む植物油の精製・製造方法。
工程１：ステロール配糖体及びリン化合物を含有する植物油に、アニオン性界面活性剤、
カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる１種以上の非リン系界面活性剤又
は該非リン系界面活性剤を含む溶液を添加して混合物を得る工程
工程２：工程１で得られた混合物に、当該混合物中の水の含有量が、工程１で用いた植物
油に対して０．１～８０重量％となるように水を添加して、凝集物を含む混合物を得る工
程
工程３：工程２で得られた混合物から、凝集物を分離することにより、ステロール配糖体
及びリン化合物の除去率が夫々６０％以上である植物油を得る工程
【請求項２】
　上記非リン系界面活性剤が、アルキルサルフェート、アルキルエーテルサルフェート及
びアルキルベンゼンスルホネートからなるアニオン性界面活性剤、並びにカルボベタイン
及びスルホベタインからなる両性界面活性剤から選ばれる１種以上の非リン系界面活性剤
である、請求項１記載の植物油の精製・製造方法。
【請求項３】
　上記植物油が、ヤシ油、パーム核油、パーム核オレイン、パーム核ステアリン、パーム
油、菜種油、ひまわり油、大豆油、ヤトロファ油及び藻油からなる群から選ばれる１種以
上の植物油である、請求項１又は２記載の植物油の精製・製造方法。
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【請求項４】
　工程１において、上記植物油に、上記非リン系界面活性剤又は該界面活性剤を含む溶液
を添加後、３０～９０℃で１分間～１０時間攪拌混合した後に、工程２の操作を行う、請
求項１～３の何れか１項に記載の植物油の精製・製造方法。
【請求項５】
　工程１における非リン系界面活性剤を含む溶液が、非リン系界面活性剤を有効分として
５重量％以上、１００重量％未満含有する溶液である、請求項１～４の何れか１項に記載
の植物油の精製・製造方法。
【請求項６】
　工程１における非リン系界面活性剤を含む溶液が、非リン系界面活性剤を有効分として
２０重量％以上、１００重量％未満含有する溶液である、請求項１～５の何れか１項に記
載の植物油の精製・製造方法。
【請求項７】
　工程１において、上記非リン系界面活性剤又はそれを含む溶液を、上記非リン系界面活
性剤の有効分として上記植物油に対して０．０１～１０重量％添加する、請求項１～６の
何れか１項に記載の植物油の精製・製造方法。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の方法で得られた植物油に対して、工程４として、エ
ステル反応を行うエステル化合物の製造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法で得られたエステル化合物に対して、工程５として、水素化反応
を行うアルコール化合物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物油の精製・製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　植物油の搾油方法として、完全圧搾法、ヘキサン抽出法、或いは圧搾－ヘキサン抽出組
合せ法が主に用いられてきた。近年、安全性と環境への配慮からヘキサン抽出法について
は見直しが行われており、溶媒を用いない方法が多く採用されるようになっている。得ら
れた粗油には、搾油法によってその多少はあるものの、様々な不純物が含まれており、食
油用途、化学品用途等に用いるためには、精製工程を組み合わせる必要があった。
【０００３】
　植物油の精製方法には、大別して化学精製と物理精製の２つの方法がある。前者の工程
は、脱ガム、アルカリ脱酸、脱色、脱臭に分けられ、後者は、脱ガム、脱色、脱臭工程に
分けられる。脱ガム工程は、原油に含まれるガム質を取り除く工程で、化学精製と物理精
製に共通する工程である。具体的には、酸を添加する方法、酵素を用いる方法、膜を用い
る方法などが開発されている（非特許文献１）。また、油脂に界面活性剤を脱ガム剤とし
て添加し、油脂中の不純物を除去する技術（特許文献１）、２種類以上の酸と界面活性剤
の混合物を脱ガム剤として添加する方法（特許文献２）が報告されている。また、特許文
献３の例６８～７０には、水－脱ガムした大豆油に、クエン酸溶液を加えた後、ラウリル
硫酸ナトリウムを０．５重量％含有する溶液を添加する方法が記載されている。また、卵
黄リン脂質を添加し脱ガムを行う技術（特許文献４）、ラウリル硫酸ナトリウムとEDTA塩
を用いて大量の水（300重量％対油）で脱ガムを行う技術（特許文献５）、ラウリル硫酸
ナトリウムとリン酸塩で脱ガム（ワックス除去）を行う技術（特許文献６）が報告されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】米国特許第２，５２５，７０２号明細書
【特許文献２】国際公開第１９９５／０００６０９号パンフレット
【特許文献３】特開昭５１－１１２８１０号公報
【特許文献４】特開平２－２５５８９６号公報
【特許文献５】特開平９－５０１４５３号公報
【特許文献６】米国特許第３，９９４，９４３号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】オレオサイエンス、日本油化学会、２００６年３月１日、第６巻３号、
３～２１頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　植物油中の不純物としては、リン脂質を主成分とするリン化合物、ステロール配糖体（
糖ステロール）、ビタミンＥなどが知られている。しかし、これらのすべて或いはある特
定の物質を選択的に低減・除去して精製できる簡易な手段は見いだされていなかった。特
許文献１の方法ではガム質であるリン化合物の低減はできるものの、他の不純物であるス
テロール配糖体（糖ステロール）を低減できるものではない。
【０００７】
　本発明は、植物油に不純物として含まれるリン脂質を主成分とするリン化合物、ステロ
ール配糖体（糖ステロール）を効率的に植物油から低減・除去する方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、下記工程１乃至工程３を含む植物油の精製・製造方法に関する。
工程１：ステロール配糖体及びリン化合物を含有する植物油に、アニオン性界面活性剤、
カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる１種以上の非リン系界面活性剤又
は該非リン系界面活性剤を含む溶液を添加して混合物を得る工程
工程２：工程１で得られた混合物に、当該混合物中の水の含有量が、工程１で用いた植物
油に対して０．１～８０重量％となるように水を添加して、凝集物を含む混合物を得る工
程
工程３：工程２で得られた混合物から、凝集物を分離することにより、ステロール配糖体
及びリン化合物の除去率が夫々６０％以上である植物油を得る工程
【０００９】
　また、本発明は、上記本発明の方法で得られた植物油に対して、工程４として、エステ
ル反応を行うエステル化合物の製造方法、及び該本発明の方法で得られたエステル化合物
に対して、工程５として、水素化反応を行うアルコール化合物の製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、植物油に不純物として含まれるリン脂質を主成分とするリン化合物、
ステロール配糖体（糖ステロール）を効率的に植物油から低減・除去する方法が提供され
る。しかも、本発明の方法では、優れた抗酸化効果を有し、食油としてまた化学品原料と
して有用な物質であるビタミンＥは、植物油中に保持できる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、ステロール配糖体及びリン化合物を含有する植物油の精製において、工程１
として特定の非リン系界面活性剤又は該非リン系界面活性剤を含む溶液を添加し、工程２
として工程１で用いた植物油に対して０．１～８０重量％となるように水を添加して処理
を行い凝集物を生成させ、工程３として、不純物を含有する凝集物を分離するものである
。即ち、工程１で特定の非リン系界面活性剤又は該非リン系界面活性剤を含む溶液を添加
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し、工程２で所定量の水を添加することにより、効率的に不溶成分を含有する凝集物を生
成させ、その後工程３で遠心分離、濾過分離等を行うことによって、不溶成分を含有する
凝集物を低減・除去して、植物油を精製、製造するものである。更に、本発明は、このよ
うにして得られた植物油を用いるエステル化合物及びアルコール化合物の製造方法を提供
するものである。
【００１２】
＜工程１＞
　工程１では、ステロール配糖体及びリン化合物を含有する植物油に、アニオン性界面活
性剤、カチオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる１種以上の非リン系界面活
性剤又は該非リン系界面活性剤を含む溶液を添加する。
【００１３】
　植物油としては、特に限定されるものではないが、ヤシ油、パーム油、パーム核油、パ
ーム核オレイン、パーム核ステアリン、大豆油、菜種油、コーン油、ひまわり油、ヤトロ
ファ油、藻油等が挙げられる。好ましくは、ヤシ油、パーム油、パーム核油、パーム核オ
レイン、菜種油、ひまわり油及び大豆油からなる群から選ばれる１種以上の植物油、より
好ましくは、ヤシ油、パーム油、パーム核油、菜種油からなる群から選ばれる１種以上の
植物油である。一般にこれらの植物油、なかでも完全圧搾法により得られる植物油は、精
製前の状態でステロール配糖体を１～５００ｐｐｍ程度、リン化合物を１～１０００ｐｐ
ｍ程度含んでいる。
【００１４】
　非リン系界面活性剤としては、アニオン性界面活性剤及び両性界面活性剤から選ばれる
１種以上の非リン系界面活性剤が好ましく、両性界面活性剤から選ばれる１種以上の非リ
ン系界面活性剤がより好ましい。
【００１５】
　アニオン性界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、アルキルサルフェー
ト、アルキルエーテルサルフェート、アルキルエーテルカルボキシレート、アルキルベン
ゼンスルホネート等が挙げられる。これらのアルキル基は炭素数８～１８が好ましく、炭
素数１０～１６がより好ましく、炭素数１２～１４が特に好ましい。また、エーテル系の
化合物は、アルキレンオキシドの平均付加モル数が２～１０であることが好ましく、アル
キレンオキシドはエチレンオキシド、プロピレンオキサイドが挙げられる。好ましくは、
アルキルサルフェート、アルキルエーテルサルフェート及びアルキルベンゼンスルホネー
トから選ばれるアニオン性界面活性剤である。より好ましくは、アルキルサルフェート及
びアルキルベンゼンスルホネートから選ばれるアニオン性界面活性剤である。
【００１６】
　カチオン性界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、アルキル（好ましく
は炭素数８～２２、より好ましくは炭素数１０～１８、特に好ましくは炭素数１２～１４
）トリメチルアンモニウムクロリド、アルキル（好ましくは炭素数８～２２、より好まし
くは炭素数１０～１８、特に好ましくは炭素数１２～１４）トリメチルアンモニウムブロ
ミド、ジアルキル（好ましくは炭素数８～１８、より好ましくは炭素数１０～１６、特に
好ましくは炭素数１２～１４）ジメチルアンモニウムクロリド、アルキル（好ましくは炭
素数８～１８、より好ましくは炭素数１０～１６、特に好ましくは炭素数１２～１４）ベ
ンジルジメチルアンモニウムクロリド等が挙げられる。より好ましくは、アルキルトリメ
チルアンモニウムクロリド及びアルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリドから選ば
れるカチオン性界面活性剤である。
【００１７】
　両性界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、アルキルアミドプロピルス
ルホベタイン、アルキルスルホベタイン、アルキルヒドロキシスルホベタイン等のスルホ
ベタイン、アルキルアミドプロピルカルボベタイン、アルキルカルボベタイン等のカルボ
ベタイン、アルキルアミンオキシド等が挙げられる。好ましくは、カルボベタイン及びス
ルホベタインから選ばれる両性界面活性剤である。これらのアルキル基は炭素数８～１８
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が好ましく、より好ましくは炭素数１０～１６、特に好ましくは炭素数１２～１４が好ま
しい。
【００１８】
　工程１では、非リン系界面活性剤又はそれを含む溶液を、非リン系界面活性剤の有効分
として植物油に対して、０．０１～１０重量％、更に０．０５～５重量％、より更に０．
１～１重量％添加することが好ましい。なお、リン化合物及びステロール配糖体の低減、
除去効果の観点から、工程１では、リン系界面活性剤を使用しないことが好ましい。従っ
て、工程１で使用する界面活性剤中、非リン系界面活性剤の割合が５０～１００重量％、
更に９０～１００重量％、更に１００重量％であることが好ましい。
【００１９】
　非リン系界面活性剤は、そのまま、あるいは他の成分を含む溶液（以下、非リン系界面
活性剤溶液、又は単に溶液ともいう）として植物油に添加することができる。溶液の場合
、非リン系界面活性剤の含有量（有効分含有量）は５重量％以上、１００重量％未満が好
ましい。操作における物量の観点から、より好ましくは１０重量％以上、より好ましくは
１５重量％以上、より好ましくは２０重量％以上、より好ましくは２５重量％以上である
。一方、操作における作業性の観点から、より好ましくは１００重量％未満、より好まし
くは８０重量％以下、より好ましくは６５重量％以下、より好ましくは５０重量％以下で
ある。実際の操作性の観点から、１０～８０重量％、より好ましくは２０～６５重量％、
より好ましくは２５～５０重量％である。
【００２０】
　また、非リン系界面活性剤溶液が含有し得る成分としては、水、メタノール、エタノー
ル、イソプロパノール、アセトン、ヘキサンなどが挙げられる。
【００２１】
　また、非リン系界面活性剤をそのまま用いる場合の形態は、液体、固体の何れでも良い
。また、非リン系界面活性剤の乳化物、懸濁物などの分散液（好ましくは水分散液）を使
用することもできる。また、固体状の非リン系界面活性剤と、他の固体成分とを含有する
、固体状の混合物を使用することもできる。また、固体の場合は、粉末組成物が好ましい
。固体の場合に該混合物が含有し得る成分としては、食塩、水、アルコールなどが挙げら
れる。
【００２２】
　作業性の観点では、非リン系界面活性剤の溶液、なかでも水溶液を用いることが好まし
い。非リン系界面活性剤の溶液を用いる場合、最終的に添加される全量を一度に添加して
もよいし、分割して添加してもよい。また、連続的に添加してもよいし、間欠的に添加し
てもよい。又、界面活性剤水溶液の添加に伴って、添加される水の量は、用いる植物油に
対して８０重量％以下、更に１０重量％以下、より更に１重量％以下であることが好まし
い。
【００２３】
　工程１では、植物油を３０～９０℃に加温した状態で非リン系界面活性剤又は非リン系
界面活性剤溶液を添加することが好ましい。また、植物油を攪拌した状態で非リン系界面
活性剤又は該非リン系界面活性剤溶液を添加することが好ましい。
【００２４】
　工程１では、上記植物油に、上記非リン系界面活性剤又は非リン系界面活性剤溶液を添
加後、３０～９０℃、更に４０～９０℃、更に５０～９０℃で１分間～１０時間攪拌混合
した後に、工程２の操作を行うことが、操作性の観点から好ましい。ここで、攪拌混合時
間に関しては、取扱性と操作性の観点から、好ましくは３分以上、より好ましくは５分以
上であり、また、好ましくは５時間以内、より好ましくは１時間以内、より好ましくは３
０分以内である。
【００２５】
　なお、工程１での攪拌、混合には、バッチ式・連続式共に用いることができる。
【００２６】
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＜工程２＞
　工程２では、工程１で得られた混合物に水を添加して凝集物を含む混合物を得る。工程
２では、工程１で得られた混合物中の水の含有量が、工程１で用いた植物油に対して、０
．１～８０重量％となるように水を添加する。ここで、下限値は、好ましくは０．５重量
％以上、より好ましくは１重量％以上、更に好ましくは２重量％以上、より更に好ましく
は３重量％以上、特に好ましくは５重量％以上である。一方、上限値は、好ましくは７５
重量％以下、より好ましくは５０重量％以下、更に好ましくは２０重量％以下である。実
際の工程における作業性の観点から、工程２では、工程１で得られた混合物中の水の含有
量が、工程１で用いた植物油に対して０．１～８０重量％となるような量の水を添加する
。水は、脱イオン水や水道水等を用いることができ、凝集に影響しない程度の量でその他
の成分（殺菌成分等）を含んでいてもよい。
【００２７】
　また、工程２での水の添加量は、工程１で用いた植物油に対して、０．１～８０重量％
が好ましい。ここで、より好ましくは２重量％以上、より好ましくは３重量％以上、より
好ましくは５重量％以上である一方、より好ましくは５０重量％以下、より好ましくは２
０重量％以下である。
【００２８】
　水を添加する際の工程１で得られた混合物の温度は、３０～９０℃、更に５０～９０℃
が好ましく、また、水を添加した後、３０～９０℃、更に４０～９０℃、更に５０～９０
℃で、５分間～５時間拌混合することが好ましい。ここで、凝集性の観点から、該温度で
の攪拌混合時間は、好ましくは１０分以上、より好ましくは２０分以上である。また、経
済性の観点から、該温度での攪拌混合時間は、好ましくは３時間以下、より好ましくは１
時間以下、より好ましくは３０分以下である。また、操作性の観点から、該温度で、５～
３０分間、更に１０～３０分攪拌混合することが好ましい。その際の攪拌の条件は回分式
又は連続式が好ましい。水の添加は、最終的に添加される全量を一度に添加してもよいし
、分割して添加してもよい。また、連続的に添加してもよいし、間欠的に添加してもよい
。なお、工程２での攪拌、混合には、工程１と同じ手段を用いることができる。
【００２９】
　また、工程１で非リン系界面活性剤の水溶液や水分散液を用いる場合、該水溶液又は水
分散液により工程１で添加される水の量（Ｗ１）と、工程２で添加される水の量（Ｗ２）
との合計中、Ｗ２の比率が５０重量％以上１００重量％未満、更に７０重量％以上１００
重量％未満であることが好ましい。
【００３０】
　本発明では、工程１で非リン系界面活性剤又は非リン系界面活性剤溶液を、植物油（好
ましくは４０～９０℃、より好ましくは５０～９０℃に加熱した状態の植物油）に対して
、非リン系界面活性剤の有効分として、０．０１～１０重量％添加し、工程２で水を植物
油に対して１～１０００重量％添加し、その後３０～９０℃で５分間～５時間維持、好ま
しくは攪拌下に維持することは、ステロール配糖体及びリン化合物の除去率が夫々６０％
以上である植物油を得るために好ましい。工程２での攪拌の条件は回分式または連続式が
好ましい。
【００３１】
＜工程３＞
　工程３では、工程２で得られた混合物から、凝集物を分離することにより、ステロール
配糖体及びリン化合物の除去率が夫々６０％以上である植物油を得る。ここで、ステロー
ル配糖体の除去率は７０％以上が好ましく、８０％以上がより好ましく、９０％以上がよ
り好ましく、９５％以上がより好ましい。また、リン化合物の除去率は７０％以上が好ま
しく、８０％以上がより好ましく、９０％以上がより好ましく、９５％以上がより好まし
い。
【００３２】
　なお、本発明において、ステロール配糖体及びリン化合物の除去率（％）は、以下のよ
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うにして求めたものである。また、植物油（原油及び精製油）中のステロール配糖体及び
リン化合物の含量は、後述の実施例の方法で測定したものである。
【００３３】
ステロール配糖体の除去率（％）＝［１－（凝集物を分離した後の植物油中のステロール
配糖体含量）／（植物油（原油）中のステロール配糖体含量）］×１００
【００３４】
リン化合物の除去率（％）＝［１－（凝集物を分離した後の植物油中のリン化合物含量）
／（植物油（原油）中のリン化合物含量）］×１００
【００３５】
　通常、工程１、２を経た植物油は、不溶成分を含有する凝集物を生成しており、ステロ
ール配糖体及びリン化合物はこの凝集物中に含まれている。また、かかる凝集物は、植物
油には難溶性であるが、本発明で選定した特定の非リン系界面活性剤は、かかる凝集物の
水への分散能に優れることから、水相への分配が容易になるものと推察される。そのため
、工程３では、固体－液体ないし液体－液体等の分離手段として知られている方法を採用
して前記凝集物を除去すれば、ステロール配糖体及びリン化合物の除去率が夫々６０％以
上である植物油を得ることができる。
【００３６】
　具体的な分離方法として、遠心分離、静置分離、濾過、或いはこれらの組合せが挙げら
れる。遠心分離の場合、４０～１００℃、好ましくは４０～７０℃、１，０００～１００
，０００Ｇの条件で、好ましくは５，０００～５０，０００Ｇの条件で行うことができる
。
【００３７】
　工程３を経た植物油は、通常の精製方法に従って、処理することができる。
【００３８】
　また、上記工程１～３を経た植物油であってビタミンＥを含むものに関しては、通常の
方法に比べて、ビタミンＥを多く保持する（損失しない）ことができる。ここで、ビタミ
ンＥの保持率としては、８０％以上が好ましく、９０％以上がより好ましく、９５％以上
がより好ましい。
【００３９】
　なお、本発明において、ビタミンＥの保持率（％）は、以下のようにして求めたもので
ある。また、植物油（原油及び精製油）中のビタミンＥの含量は、後述の実施例の方法で
測定したものである。
【００４０】
ビタミンＥの保持率（％）＝［（凝集物を分離した後の植物油中のビタミンＥ含量）／（
植物油（原油）中のビタミンＥ含量）］×１００
【００４１】
　更に、本発明では、上記本発明の方法で得られた植物油に対して、工程４として、エス
テル反応を行うエステル化合物の製造方法が提供される。工程４のエステル反応は、公知
の方法で実施することが可能である。反応は連続方式あるいはバッチ方式のいずれの反応
形態も利用できるが、大量にエステルを製造する場合、連続反応が有利である。触媒とし
ては、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム、ナトリウムアルコラート等の均一系アルカリ
触媒が一般に使用されるが、イオン交換樹脂や含水酸化ジルコニウム、リン酸アルミニウ
ム、硫酸担持ジルコニア、チタノシリケート等の固体触媒も使用することが可能である。
均一系アルカリ触媒を用いる場合、一般に以下の条件で反応が行われる。反応温度は３０
～９０℃、好ましくは４０～８０℃、反応圧力は、常圧から０．５ＭＰａの範囲、好まし
くは常圧で行われる。
【００４２】
　更に、本発明では、上記本発明の方法で得られたエステル化合物に対して、工程５とし
て、水素化反応を行うアルコール化合物の製造方法が提供される。工程５としては、脂肪
酸エステル等のエステル化合物を原料として用い、水素化触媒を使用して水素化反応を行
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う方法が挙げられる。水素化触媒としては、一般に知られている銅系、あるいは、パラジ
ウムや白金等の貴金属系触媒などを使用する。銅系触媒としては、銅－クロム、銅－亜鉛
、銅－鉄－アルミニウム、銅－シリカ等を挙げることができる。上記何れかの触媒の存在
下、液相懸濁床あるいは固定床方式等、一般に使用される何れの反応方式によっても、水
素化反応を行うことが可能である。
【００４３】
　液相懸濁床方式で反応を行う場合、触媒量は、脂肪酸エステル等のエステル化合物に対
し０．１～２０重量％が好ましいが、反応温度あるいは反応圧力に応じて、実用的な反応
収率が得られる範囲内において任意に選択できる。反応温度は、好ましくは１６０～３５
０℃、更に好ましくは２００～２８０℃である。反応圧力は、好ましくは０．１～３５Ｍ
Ｐａ、更に好ましくは３～３０ＭＰａである。
【００４４】
　固定床方式で連続的に反応を行う場合、触媒は、円柱状あるいはペレット状、球状等に
成形されたものを使用する。反応温度は、好ましくは１３０～３００℃、更に好ましくは
１５０～２７０℃であり、反応圧力は、好ましくは０．１～３０ＭＰａである。ＬＨＳＶ
は、生産性及び反応性を考慮し、反応条件に応じて任意に決定される。
【実施例】
【００４５】
　以下の実施例、比較例で用いた植物油（原油）に含まれるリン化合物（ｐｐｍ）、ステ
ロール配糖体（ｐｐｍ）、ビタミンＥ（ｐｐｍ）の量を下記表１に示す。なお、植物油（
原油）及びその精製油のリン化合物含量は、基準油脂分析試験法2.4.11-2003（リン）〔
（社）日本油化学会編、２００３年版〕に基づいて測定した。また、植物油（原油）及び
その精製油のステロール配糖体の含量は、Lipids, 34 (11), 1231 (1999)〔アメリカ油化
学会（American Oil Chemists' Society）発行〕に記載されている手法で測定した。また
、ビタミンＥの含量は、基準油脂分析試験法2.4.10-2003（トコフェロール）〔（社）日
本油化学会編、２００３年版〕に基づいて測定した。
【００４６】
【表１】

【００４７】
実施例１
　反応容器として縦長の500ccセパラブルフラスコを用いた。ヤシ原油２００ｇを攪拌（
攪拌はメカニカルスターラー、直径60mmの6枚羽ステンレス製翼を使用。回転数は580回転
／分）しながら６０℃に昇温し、３０％（重量％、以下、界面活性剤水溶液について同様
）ドデシルアミドプロピルカルボベタイン水溶液１．２ｇを入れて６０℃の条件下５分間
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を含む混合物を得た。得られた混合物を１５，０００Ｇで６０℃の条件下１０分間遠心分
離操作（ＨＩＴＡＣＨＩ　ｈｉｍａｃ　ＣＲ２２Ｆ）を行い、デカンテーションにより凝
集物を含む水相を分離し、精製ヤシ油を得た。精製ヤシ油のリン化合物含量、ステロール
配糖体含量を測定し、ヤシ原油のそれと比較して除去率を求めた。
【００４８】
比較例１
　実施例１において、ヤシ原油の昇温温度を４０℃とし、３０％ドデシルアミドプロピル
カルボベタイン水溶液１．２ｇと水２０ｇとの混合物を添加し、３０分間撹拌した。得ら
れた混合物から、実施例１と同様にしてガム水を分離し、精製ヤシ油を得た。実施例１と
同様にしてステロール配糖体及びリン化合物除去率を求めた。結果を表２に示す。
【００４９】
比較例２
　比較例１において、ヤシ原油の昇温温度を６０℃とした以外は同様にして精製ヤシ油を
得た。実施例１と同様にしてステロール配糖体及びリン化合物除去率を求めた。結果を表
２に示す。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　表２に示されるように、比較例１及び比較例２ではステロール配糖体を十分に除去でき
ないが、実施例１では、ステロール配糖体及びリン化合物の両方について高い除去率が達
成されている。
【００５２】
実施例２～４及び比較例３～５
　実施例１において、界面活性剤として３０％ドデシルアミドプロピルカルボベタイン水
溶液の代わりに、９８％ドデシルサルフェートナトリウム水溶液（実施例２、比較例３）
、２６％ドデシルベンゼンスルホネートナトリウム水溶液（実施例３、比較例４）、５０
％ドデシルベンジルジメチルアンモニウムクロリド水溶液（実施例４、比較例５）を用い
た以外は、実施例２～４に関しては実施例１と同様に、比較例３～５に関しては比較例１
と同様にして精製ヤシ油を得た。実施例１と同様にしてステロール配糖体及びリン化合物
除去率を求めた。結果を表３に示す。
【００５３】
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【表３】

【００５４】
　表３に示されるように、比較例３～５ではステロール配糖体を十分に除去できないが、
実施例２～４では、ステロール配糖体及びリン化合物の両方について高い除去率が達成さ
れている。
【００５５】
実施例５～７
　実施例１において、油脂原料としてパーム原油（実施例５）、又は菜種原油（実施例６
）、又はひまわり原油（実施例７）を用いた以外は同様にして精製油を得た。実施例１と
同様にしてステロール配糖体及びリン化合物除去率を求めた。また、ビタミンＥの保持率
についても測定した。結果を表４に示す。
【００５６】

【表４】

【００５７】
　表４の結果から、本発明の方法は、パーム油、菜種油、及びひまわり油に対しても不純
物除去に有効な操作であり、また有用成分であるビタミンＥは極めて効率的に保持される
ことが分かる。
【００５８】
実施例８
　実施例１において、油脂原料として大豆原油を用い、界面活性剤の添加量を油に対して
０．３重量％（有効分）、水の添加量を油に対して２０重量％（４０ｇ）とした以外は同
様にして精製油を得た。ステロール配糖体及びリン化合物除去率を実施例１と同様にして
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【００５９】
【表５】

【００６０】
　表５の結果から、本発明の方法は、大豆油に対しても不純物除去に有効な操作であり、
また有用成分であるビタミンＥは極めて効率的に保持されることが分かる。
【００６１】
実施例９
　ヤシ原油２００ｇを攪拌しながら４０℃に昇温し、３０％ドデシルアミドプロピルカル
ボベタイン水溶液１．２ｇを入れて４０℃の条件下５分間攪拌した。その後、水２０ｇを
添加し更に４０℃の条件下３時間攪拌を続けた。得られた混合物を１５，０００Ｇで１０
分間遠心分離操作を行い、デカンテーションによりガム水を分離し、精製ヤシ油を得た。
実施例１と同様にしてステロール配糖体及びリン化合物除去率を求めた。結果を表６に示
す。
【００６２】

【表６】

【００６３】
　表６の結果から、工程２において、４０℃で、３時間の攪拌を行うことで、高いステロ
ール配糖体及びリン化合物の除去率を示すことが分かる。
【００６４】
実施例１０
　ヤシ原油２００ｇを攪拌しながら９０℃に昇温し、３０％ドデシルアミドプロピルカル
ボベタイン水溶液１．２ｇを入れて９０℃の条件下５分間攪拌した。その後、水２０ｇを
添加し更に９０℃の条件下１時間攪拌を続けた。得られた混合物を１５，０００Ｇで１０
分間遠心分離操作を行い、デカンテーションによりガム水を分離し、精製ヤシ油を得た。
実施例１と同様にしてステロール配糖体及びリン化合物除去率を求めた。結果を表７に示
す。
【００６５】
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【表７】

【００６６】
　表７の結果から、工程２において、９０℃で、１時間の攪拌を行うことで、高いステロ
ール配糖体及びリン化合物の除去率を示すことが分かる。
【００６７】
実施例１１～１６
　実施例１において、界面活性剤として３０％ドデシルアミドプロピルカルボベタイン水
溶液の代わりに、３０％ココアミドプロピルベタイン水溶液（実施例１１）、２６％ドデ
シルカルボベタイン水溶液（実施例１２）、２６％ステアリルカルボベタイン水溶液（実
施例１３）、４０％２－ドデシル－N－カルボキシメチル－N－ヒドロキシエチルイミダゾ
リニウムベタイン水溶液（実施例１４）、３０％ドデシルヒドロキシスルホベタイン水溶
液（実施例１５）、３０％ココアミドプロピルアミンオキシド水溶液（実施例１６）を用
いた以外は、実施例１と同様にして精製ヤシ油を得た。実施例１と同様にしてステロール
配糖体及びリン化合物除去率を求めた。また、ビタミンＥ保持率を実施例５等と同様にし
て求めた。結果を表８、表９に示す。
【００６８】
【表８】

【００６９】
【表９】

【００７０】
　表８、表９の結果から、両性界面活性剤を用いることで、高いステロール配糖体及びリ
ン化合物の除去率を示すことが分かる。また有用成分であるビタミンＥは極めて効率的に
保持されることが分かる。
【００７１】
比較例６
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　実施例１において、界面活性剤として３０％ドデシルアミドプロピルカルボベタイン水
溶液の代わりに、９９％ジパルミトイルホスファチジルコリン（比較例６）を用いた以外
は、実施例１と同様にして精製ヤシ油を得た。実施例１と同様にしてステロール配糖体及
びリン化合物除去率を求めた。結果を表１０に示す。
【００７２】
【表１０】

【００７３】
　表１０に示されるように、比較例６では、ステロール配糖体を十分に除去できない。
【００７４】
比較例７
　実施例１において、界面活性剤として３０％ドデシルアミドプロピルカルボベタイン水
溶液の代わりに、９９％ジラウリルホスフェート（比較例７）を用いた以外は、実施例１
と同様にして精製ヤシ油を得た。実施例１と同様にしてステロール配糖体除去率を求めた
。結果を表１１に示す。また、表１１には、リン化合物の含量も併せて示す。
【００７５】

【表１１】

【００７６】
　表１１に示されるように、比較例７では、ステロール配糖体を十分に除去できない。ま
た、界面活性剤として使用したジラウリルホスフェートが精製油中に残存するため、リン
化合物が十分に除去できない。
【００７７】
比較例８
　実施例１において、添加する水の量を１００重量％に増やした以外は、実施例１と同様
にして精製ヤシ油を得た。実施例１と同様にしてステロール配糖体除去率を求めた。結果
を表１２に示す。また表１２には、リン化合物の除去率も併せて示す。
【００７８】
【表１２】

【００７９】
　表１２に示されるように、水量が多い比較例８では、ステロール配糖体を十分に除去で
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【００８０】
実施例１７
　実施例１において、工程２で添加する水の量を０．２ｇにした以外は、実施例１と同様
にして精製ヤシ油を得た。実施例１と同様にしてステロール配糖体及びリン化合物除去率
を求めた。結果を表１３に示す。
【００８１】
【表１３】

【００８２】
　表１３に示されるように、実施例１７では、実施例１と同様にステロール配糖体及びリ
ン化合物の除去率が夫々６０％以上である植物油を得ることができる。
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